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吉川市教育委員会告示第１０号 

令和７年第１０回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

令和７年１０月２０日 

　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　吉川市教育委員会教育長　　清水孝二　　 

 

１　日　時　　令和７年１０月２４日（金）午後３時から 

２　場　所　　市役所３０４会議室 

３　報告事項 

なし 

４　付議案件 

第３１号議案　吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 
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 開会の日時 令和７年１０月２４日　午後３時

 閉会の日時 令和７年１０月２４日　午後３時１５分

 会議開催の場所 市役所３０４会議室

 教育長 清水　孝二

 教育長職務代理者 荒井　一美

 会議に出席した委員の氏名 

席順　１　清水　孝二 

２　荒井　一美 

３　小林　照男 

４　塩入　英明

 会議に欠席した委員の氏名 

　　　　岡田　早代子

 説明のため会議に出席した者の職・氏名 

教育部長　　　　　　　　　　岡﨑　久詩 

副部長兼学校教育課長　　　　野見山　伸一 

教育総務課長　　　　　　　　大瀧　和寛 

生涯学習課長　　　　　　　　油川　誠 

学校教育課学校支援担当主幹　 

兼教育センター所長　　　　　秋山　千幸 

生涯学習課文化財保護 

担当主幹　　　　　　　　　　山崎　功二 

 会議に出席した事務局職員 

書記長（教育部長）　　　　　岡﨑　久詩 

書記（教育総務課管理担当）　松井　勉 

 傍聴人　０人
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令和７年第１０回吉川市教育委員会会議 議事日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日　程 議案等番号 内　　　　　　　　容 提出者等

 
　 　 開会の宣告 教育長

 
日程第１ ― 前回会議録の承認について 〃

 
日程第２ 第３１号議案

吉川市立学校給食センター運営委員会委員の

委嘱について
〃

 
日程第３ ― その他 　

 
　 　 閉会の宣告 教育長
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会議の要点記録 

◎開会の宣告（午後３時） 

○清水教育長　ただいまから令和７年第１０回吉川市教育委員会会議を開会する。 

 

◎日程第１、会議録の承認について 

○清水教育長　（議題の宣告） 

　　　　　　　（採決の宣告・採決・前回会議録は承認） 

 

◎日程第２、第３１号議案、吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱につい 

　　　　　　て 

○清水教育長　（議題の宣告及び説明を求める発言） 

〇岡﨑教育部長　第３１号議案「吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱につい

て」を説明する。本案は、吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱期間満了に

より、令和７年１１月１日から令和８年１０月３１日までの１年間、新たに委員を委嘱

したいため、この案を上程するものである。詳細については、担当課長より説明をさせ

ていただく。 

〇大瀧教育総務課長　内容について補足をさせていただく。学校給食センター運営委員会

は、学校給食費に関すること、その他必要な事項について審議をいただくために設置し

ている。委員の構成については、小中学校の校長会より推薦をいただいた方、PTAにつ

いては、今年度をもってPTA連合会が解散するということから推薦等をいただけない事

情もあり、審議会への参加意向を確認したなかで賛同していただいた３名の方、教育行

政を所管する市議会のこども教育常任委員会に所属する市議会議員から１名の方、学識

経験者については、アレルギー対応食等のことについて意見をいただく趣旨から吉川松

伏医師会から推薦をいただいた医師の方、さらに、行政全般に深い見識を有する流通経

済大学法学部の坂野教授の８名で構成したく今回提案させていただいている。なお、今

年度については、１１月に第１回目の会議を開催し、令和７年度の学校給食の実施報告

等をさせていただくとともに、今般までの物価高騰に対する市の対応状況等を示し、広

く意見をいただく予定である。  

○清水教育長　（質疑及び意見を許可する発言） 

（採決の宣告・採決） 

○清水教育長　発言がないため、異議なしと認める。したがって、第３１号議案は、原案

のとおり可決された。 
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◎日程第３、「その他について」 

○清水教育長（事務局から報告等がないかの発言） 

○岡﨑教育部長　令和７年第１１回教育委員会会議の開催については、１１月２５日火曜

日に午後１時１５分からの東中学校の学校訪問終了後、午後３時から東中学校の会議室

を予定している。 

 

◎閉会の宣告（午後３時１５分） 

○清水教育長　以上で本日の議事日程は、すべて終了した。閉会にあたり、荒井教育長職

務代理者よりごあいさつをお願いする。 

○荒井教育長職務代理者　短時間であるが本日も慎重な審議をいただき感謝申し上げる。 

　１０月１６日の読売新聞の記事で、千葉県の特別支援学校の教員が自転車で飲酒運転を

行い免職になるという記事があった。交通ルールが厳しくなるなか、交通ルールを守ろ

うと児童・生徒に教えている立場にある教員の違反であるため、十分に気をつけていた

だきたいと感じた。 

○清水教育長　これで令和７年第１０回吉川市教育委員会会議を閉会とする。
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吉川市教育委員会会議規則第２４条第２項の規定により署名する。 

　　令和７年１１月２５日 

 

教　　育　　長　　　　　清水　孝二 

 

　　　教育長職務代理　　　　　荒井　一美 

 

　　　委　　　　　員　　　　　小林　照男 

 

委　　　　　員　　　　　岡田　早代子 

 

委　　　　　員　　　　　塩入　英明


